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面　積

理　由

本都市計画区域の「整備、開発及び保
全の方針」や都市計画基礎調査等を踏
まえ、本案のとおり市街化区域を市街
化調整区域に編入するものである。

１

編入　 逆線　 保留

川崎町北部地区

約０．２ｈａ

市街化調整区域編入される区域界


